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神河町若者世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱 

平成27年3月6日 

要綱第16号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、若年層の定住を促進し、活力ある町づくりを進めるため、神河町

内(以下「町内」という。)で住宅を取得する若者世帯に対し、住宅取得支援事業(以

下「事業」という。)として補助金を予算の範囲内で交付することについて、神河町

補助金等交付規則(平成17年神河町規則第37号)及びその他法令に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 定住 永住の意思を持った者が町内に住宅を有し、住民基本台帳法(昭和42年

法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住宅

を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等一時的転入者並びに事業所

及び自己の都合等で一時的に町内に居住していることが明らかな場合を除く。 

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、

専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の

用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び

賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。 

(3) 併用住宅 建築物に住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある建築物

をいう。 

(4) 若者世帯 次のいずれかに該当する世帯及び者をいう。 

ア 事業の申請日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満である世帯であ

って、かつ、夫婦が同居している世帯をいう。 

イ 事業の申請日現在において、婚姻を予定している者同士の満年齢の合計が80

歳未満である者(以下「婚姻予定者」という。)であって、住宅取得後6か月以内

に婚姻し、夫婦で住宅に居住する者をいう。 

ウ 事業の申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日までの間にある、

生計を一にし、かつ、同居する子どもがいる世帯をいう。 

(5) 新築 町内に自己の居住の用に供するため新たに住宅を建設することをいう。

(既存の住宅の全部を取り壊し、新たに同程度の住宅を建設する場合も含む。) 

(6) 増築 町内に自己の居住の用に供するため既存の住宅に付け加えて建設する

住宅で、既存の住宅の一部を取り壊し、新たに付け加えて建設する住宅も含むも

のとする。ただし、既存の住宅の構造、階数及び規模が同程度となるようなリフ

ォーム及び修繕は含まない。 

(7) 購入 町内に居住用として住宅(土地は除く。)を購入することをいう。 

(8) 住宅取得 自己の居住の用に供するために住宅を新築及び増築又は購入する

ことをいう。 
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(9) 補助対象世帯 次条に規定する要件を満たし、補助金を受けるために申込みが

できる世帯をいう。 

(10) 補助世帯 町長が補助金を交付することを決定した世帯をいう。 

(補助対象世帯) 

第3条 補助対象世帯は、住宅取得し定住する若者世帯のうち、次に掲げる全ての要件

を満たす世帯とする。 

(1) 申請書を提出した日が属する年度の末日までに住宅の引渡しが行われ、住民基

本台帳法第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、居住を開始する者で

あること。 

(2) この要綱による補助金の交付を受けた日から10年以上居住する者であること。 

(3) 連帯保証人(収入月額158,000円以上)のある者であること。 

(4) 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債

務の不履行が世帯構成員のいずれもがない者であること。 

(5) 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力

団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条

第2号に規定する暴力団の利益にならない又はそのおそれがないと認められるこ

と。 

(7) 過去に補助世帯として当該補助金の交付を受けていないこと。ただし、過去に

当該補助金の交付を受けた補助世帯に属していた同居する子どもが、補助対象世

帯となって新たに申請する場合は除く。 

(8) 申請日現在において、建物の工事請負契約又は売買契約未締結であり、交付決

定後に契約することができる者であること。 

(補助金の額) 

第4条 補助金の額は、住宅取得に係る費用の10分の1とし、100万円を限度とする。こ

の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

2 町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者を利用して新築又は増築する場

合は、補助対象経費の5パーセントを上乗せする。(上限50万円)この場合において、

補助金等の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

3 町内の製材事業者から地域材を調達し、その使用量が10立方メートル以上の場合は、

補助対象経費の4パーセントを上乗せする。(上限40万円)この場合において、補助金

等の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

4 第8条に規定する完了報告を補助金の申請を行った年度を超えて行った場合におい

て、前3項に規定する補助金の額及び補助金の額に上乗せをする額(以下この項にお

いて「補助金等の額」という。)は、当該補助金等の額の2分の1の額とする。この場

合において、補助金等の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

(補助金の申請) 
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第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神河町若者世

帯住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出

し、必要な審査を受けなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ

面接による審査を行うものとする。 

(1) 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄記載分) 

(2) 戸籍の全部事項証明書 

(3) 世帯全員の納税証明書(前年度のもの)又は非課税証明書(直近のもの) 

(4) 住宅取得に係る見積書 

(5) 補助金返還についての誓約書(様式第2号) 

(6) 連帯保証人の印鑑証明書 

(7) 連帯保証人の所得証明書(直近のもの) 

(8) 現況写真 

(9) 位置図 

(10) 宅地の登記簿謄本(宅地名義人が申請者と異なる場合は、土地使用に係る所有

者の同意書を添付) 

(11) 建物配置図、平面図及び立面図 

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

(交付決定等) 

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、神河町若者世帯住宅取得補

助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により補助金の

交付を通知するものとする。 

(変更申請) 

第7条 申請者は、第5条の申請事項を変更する場合又は取り消す場合には、速やかに

神河町若者世帯住宅取得補助金変更(取消)申請書(様式第4号)により、町長に申請し

なければならない。 

2 町長は、前項による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたと

きは、神河町若者世帯住宅取得補助金変更(取消)決定通知書(様式第5号)により変更

の決定を通知するものとする。 

(完了報告) 

第8条 申請者は、住宅の引渡しを受け、居住開始後速やかに、又は補助金の申請を行

った年度の3月31日のいずれか早い日までに、神河町若者世帯住宅取得補助金完了報

告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。た

だし、申請世帯の責めに帰すべき事由がなく申請年度内に完了報告書が提出できな

い場合においては、補助金の申請を行った年度を超えて完了報告書の提出を行うこ

とができる。 

(1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し(変更契約をした場合は、変更契約後の

もの) 

(2) 住宅取得に係る費用の支払をしたことが分かる書類 
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(3) 住宅取得後の完成写真 

(4) 住宅取得した住宅に転入又は転居後の住民票の写し(入居者全員分) 

(5) 納材証明書(様式第6号の2。第4条第3項の補助金の交付を受ける場合に限る。) 

(6) 完了報告書遅延理由書(様式第6号の3。完了報告書を年度を超えて提出した場

合に限る。) 

(補助金の確定) 

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、同条に規定する報告書等の書類審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件

に適合するものであるかどうかを調査し、適正であると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、神河町若者世帯住宅取得補助金確定通知書(様式第7号)により

補助金の確定額を通知するものとする。 

(請求) 

第10条 前条の規定による補助金確定通知を受けた補助世帯は、神河町若者世帯住宅

取得補助金請求書(様式第8号)に次の書類を添付の上、補助金の交付を町長に請求す

るものとする。 

(1) 婚姻予定者の場合、婚姻届出により作成された戸籍の全部事項証明書又は婚姻

届出予定日を記載した誓約書 

(2) その他町長が必要と認める書類 

(交付決定の取消し) 

第11条 町長は、補助世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得

ないと認める場合を除き、神河町若者世帯住宅取得補助金交付決定取消通知書(様式

第9号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 住宅取得後、入居しないとき。 

(3) 婚姻予定者が、住宅取得後6か月以内に婚姻しないとき。 

(4) 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に交付対象

である住宅の取り壊し、貸与、売渡しその他理由により居住しなくなったとき。 

(5) 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に交付対象

である住宅を他の用途に変更したことによって、補助対象となった住宅部分に変

更が生じたとき。 

(補助金の返還) 

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、速やかに補助

金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、町長がやむを得ない理由

があると認めたときは、この限りではない。 

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、神河町若者世帯住宅取得

支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により通知するものとする。 

3 第1項の規定により補助世帯が返還する補助金の額は、別表のとおりとする。 

(関係書類の整備) 
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第13条 補助世帯は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に

整備し、第6条に規定する交付決定通知書を受理した日から10年間保存しなければな

らない。 

(その他) 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

別表(第12条関係) 

区分 返還額 

第11条第1号から第3号までの事由によ

り返還させる場合 

交付を受けた補助金の全額 

第11条第4号又は第5号の事由により返

還させる場合 

交付決定日から起算して 

1年未満の日に該当 交付を受けた補助金

の全額 

1年以上2年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の9の額 

2年以上3年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の8の額 

3年以上4年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の7の額 

4年以上5年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の6の額 

5年以上6年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の5の額 

6年以上7年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の4の額 

7年以上8年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の3の額 

8年以上9年未満の日に該当 交付を受けた

補助金の10分の2の額 

9年以上10年未満の日に該当 交付を受け

た補助金の10分の1の額 
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様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第5条関係) 

様式第3号(第6条関係) 

様式第4号(第7条関係) 

様式第5号(第7条関係) 

様式第6号(第8条関係) 

様式第6号の2(第8条関係) 

様式第6号の3(第8条関係) 

様式第7号(第9条関係) 

様式第8号(第10条関係) 

様式第9号(第11条関係) 

様式第10号(第12条関係) 

 


